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北 竜 町 農 業 委 員 会



- 1 -

１ 開催日時 平成２６年 ９月３０日（火）
午前８時００分～午前８時３５分

２ 開催場所 すこやかセンター 会議室

３ 出席委員 （１０人）

番 号 氏 名 番 号 氏 名
１番 出 口 宜 伸 ６番 中 村 広 治
２番 川 本 和 幸 ７番 大 場 信 一
３番 水 谷 茂 樹 ８番 川 村 功
４番 善 岡 浩 樹 ９番 西 野 利 幸
５番 北 清 裕 邦 １０番 橋 本 勝 久

４ 欠席委員 （ ０人）

番 号 氏 名 番 号 氏 名

５ 議事日程
第１ 議事録署名人の選出
第２ 会議書記の指名
第３ 農 政 報 告
第４ 農業委員会動静報告
第５ 報告第25号 旧農業者年金経営移譲年金裁定請求書の進達について
第６ 報告第26号 使用貸借期間の設定期間満了に伴う危険変更届けについて
第７ 報告第27号 農地の合意解約について
第８ 議案第18号 農地法第３条第１項による許可申請について
第９ 議案第19号 農業経営基盤強化促進法第１６条第１項の規定による農用地

買入協議の要請について
第10 議案第20号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地

利用集積計画の決定について
第11 その他 第10回農業委員会総会について

各種会議等について
その他

農業委員会事務局職員等
局 長 續 木 敬 子
係 長 松 本 雄 大
主 事 小 野 晃 典
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事務局長 只今より平成２６年度第９回農業委員会総会を開催いたします。開
催にあたりまして橋本会長よりご挨拶願います。

会 長 ここ一週間くらいで稲刈り作業の目処もつくかと思います。収量は
見るべきものがあるということで、品種によっては非常に驚くような
数字が出てくるようであります、若干問題があるものもあるようです
が、収量的には恵まれている年だということで品種・場所によっては
開拓以来の数字がでるのかと思っております。非常に米価が気になっ
ていた訳ですが、取れてくれたということはいい年だったんだなあと
思いおります。本日も報告、議案等、審議のほどよろしくお願いしま
す。

事務局長 本日の出席委員は１０名中１０名が出席でされておりますので、会
議規則第６条により総会は成立しております。

会議規則第４条により、議長は会長が進めることになっております
ので、以降の議事の進行については橋本会長にお願いたします。

議 長 これより議事に入ります。
日程第１

議事録署名委員の選出ですが、議長から指名させていただくことに、
ご異議ありませんか。

委 員 異議なし

議 長 それでは、２番 川本委員 と ３番 水谷委員の両名を指名します。

日程第２
会議書記の指名ですが、事務局職員の続木局長、松本係長、

小野主事を指名します。

日程第３
農政報告があれば産業課長よりお願いします。

産業課長 本日の道新の記事にもありましたとおり、さっぽろオータフェスタ
が札幌の大通り公園で３週間に亘って開催され、北竜町では新米の販
売を行う為、最後の週の２５日（木曜日）から２８日（日曜日）の４
日間出店いたしました。ひまわりライス、もち米（風の子）の販売を
いたしましたが、去年より売れ行きが悪かったのかなという感じであ
ります。ほかのブースでも新米を販売しており、競合していたと思い
ます。私自身、２５日から２６日販売を担当致しまして、「ななつぼし」
は２㎏、５㎏それぞれ１５袋しか用意できなかったのですが完売しま
した。これは、マツコ・デラックスのCMの影響が大きかったのか思い
ます。「おぼろづき」は、２㎏、５㎏を４０袋持っていたのですが、５
㎏に至っては、５袋ほど残ってしまいました。去年は、両方とも完売
しており、お客さんも少なくはなかったのですが、売り上げが少なか



- 3 -

ったと反省しております。また、もち米では、去年は１㎏４００円で
販売していましたが、今年は５００円と値上げして１００袋持ってい
って、３４袋しか売れなかったということは、値段に消費者は敏感で
あるので値頃感が悪かったのではないかと思います。売り上げにつき
ましては、米部門では２０万３００円でした。なお、２６日には町長
が、２８日に副町長が応援に駆けつけていただきました。また、北竜
町内においては、１０月４日新米祭りから、新米を販売いたしますの
でご報告いたします。以上でございます。

議 長 日程第４
農業委員会動静報告については、議案の末尾に添付してありますの

でお目通し下さい。

議 長 本日の予定案件は、報告３件 議案３件 その他です。
直ちに会議案件の審議に入ります。

議 長 日程第５
報告２５号 旧農業者年金経営移譲年金裁定請求書の進達について

上程します。
事務局より説明を願います。

松本係長
報告２５号 旧農業者年金経営移譲年金裁定請求書の進達について
旧農業者年金基金法施行規則第２４条の規定に基づき、下記の者に

係る経営移譲年金裁定請求書を進達したので報告する。
平成２６年９月３０日

番 号 ３９１
氏 名 ■ ■ ■ ■
住 所 三谷○○－○
生 年 月 日 昭和２４年１０月２１日
進 達 日 平成２６年 ９月２９日
年金加入期間 ３０２ヶ月 うちカラ期間１５３ヶ月
基準日経営面積 ２０９，２３９㎡
自 留 地 ２３３㎡
経 営 終 了 日 平成２６年２月２８日
移 譲 方 法 所有権移転
移 譲 相 手 公益財団法人 北海道農業公社
所有者名義農地面積 （公社のため省略） ㎡
年 齢 （公社のため省略） 歳
移 譲 方 法 第三者移譲

議 長 報告２５号 旧農業者年金経営移譲年金裁定請求書の進達について
質疑等ございませんか
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委 員 なし

議 長 質疑等がありませんので、報告通り承認することといたします。
日程第６ 報告２６号 使用貸借権の設定期間満了に伴う期間変更届
けについて上程します。

事務局より説明を願います。

事務局長 報告２６号 使用貸借権の設定満了に伴う期間変更届け出について

農地法第３条（使用貸借）の期間変更の届け出があったので報告す
る。

平成２６年９月３０日

１ 農地法３条使用貸借
借り手 ■ ■ ■ ■ （子）
貸し手 ■ ■ ■ ■ （親）
土地の表示 西川○○－○ 外６筆
面積 １１６，９４２㎡

◎変更内容
期間 平成１５年１０月２８日から平成２６年１０月２７日を

１０年期間を延長し、平成３６年１０月２７日とする。

２ 農地法３条使用貸借
借り手 ■ ■ ■ ■ （子）
貸し手 ■ ■ ■ ■ （親）
土地の表示 西川○○－○ 外１３筆
面積 １１６，９４７㎡

◎変更内容
期間 平成１５年１０月２８日から平成２６年１０月２７日を

１０年期間を延長し、平成３６年１０月２７日とする。

３ 農地法３条使用貸借
借り手 ■ ■ ■ ■ （子）
貸し手 ■ ■ ■ ■（親）
土地の表示 板谷○○－○ 外１０筆
面積 ８０，６０９㎡

◎変更内容
期間 平成１５年１０月２８日から平成２６年１０月２７日を

１０年期間を延長し、平成３６年１０月２７日とする。

４ 農地法３条使用貸借
借り手 ■ ■ ■ ■ （子）
貸し手 ■ ■ ■ ■ （親）
土地の表示 岩村○○－○ 外１０筆
面積 ９９，４８４㎡

◎変更内容
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期間 平成１５年１１月２７日から平成２６年１１月２６日を
１０年期間を延長し、平成３６年１１月２６日とする。

議 長 報告２６号 使用貸借期間の変更について、質問等ありませんか。

委 員 なし

議 長 質疑等がありませんので、報告通り承認することといたします。
日程第８

報告２７号 農地の合意解約について上程します。
事務局より説明を願います。

事務局長 報告２８号 農地法第１８条第６項の規定により合意解約した旨の
通知があったので報告する。

平成２６年９月３０日

貸 主 農用地利用集積円滑化団体
借 主 美葉牛○○－○ ■ ■ ■ ■
土 地 岩村○○－○ 外１筆 田２筆
面 積 ３４，０６４㎡

賃貸している土地を売買をするため合意解約する。
合意解約日は、平成２６年９月１９日

議 長 報告２８号 農地の合意解約について質問等ございませんか。

委 員 な し

議 長 質疑等がありませんので、報告通り承認することといたします。
日程第９

議案１８号 農地法第３条第１項の規定による許可申請についてを
上程します。

事務局より説明を願います。

事務局長 議案１８号 農地法３条１項による許可申請（所有権）について
農地法３条の規定による、農地の使用貸借権の設定の許可申請の

あった下記のものについて、同法３条１項の規定により許可して宜し
いか審議を求める。

番号２６－６
譲 渡 人 板谷○○－○ ■ ■ ■ ■
譲 受 人 和○○－○ ■ ■ ■ ■
当 該 地 板谷○○－○ 外４筆
地 目 畑
地 積 ３８，８４６㎡

譲受人 ひまわり栽培を通して都市住民との交流、観光客の誘致を



- 6 -

行っているが、安定的に作付面積を確保し、特色ある農村景
観を提供するため、所有農地に隣接する畑を観光用ひまわり
畑として買い受け活用したい。

譲渡人 譲受人の希望による
対 価 △△△△△円
反 当 △△△△△円/10a

議 長 議案１８号 農地法３条１項による許可申請（所有権）について、
質問等ございませんか。

委 員 な し

議 長 議案１８号 農地法３条１項による許可申請（所有権）について、
承認をしてよろしいですか。

委 員 異議なし

議 長 議案１８号 農地法３条１項による許可申請（所有権）については、
原案通り可決することといたします。

日程９ 議案１９号「農業経営基盤強化促進法第１６条第１項の規定
に基づく買入協議の要請について」を上程します。

事務局より説明願います。

事務局長 議案１９号 農業経営基盤強化促進法第１６条第１項の規定に基づ
く買入協議の要請について

農業経営基盤強化促進法第１５条第１項の規定に基づく所有権移転
あっせん申出を別紙のとおり受理し、利用権の設定等が困難であるた
め、北海道農業公社による買入協議の通知を北竜町長に対し要請行う
ことに議決を求める。

平成２６年９月３０日

申出者は、
整理番号 ２６－１
美葉牛○○－○ ■ ■ ■ ■
土地の所在 美葉牛○○－○ 外４筆

田 ４筆 ３７，５８９㎡
畑 １筆 １，３９０㎡
合計 ３８，９７９㎡
申し出に係わる農地は、優良農地であるため認定農業者に集積す

ることがもっとも有効利用と判断されるが、当面認定農業者への選
定に時間を要する。（平成２６年９月５日 利用調整会議において決
定）した。
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整理番号 ２６－２
申出人 三谷○○－○ ■ ■ ■ ■
土地の所在 三谷○○－○ 外１２筆

田 １３筆 ４２，９９２㎡

申し出に係わる農地は、優良農地であるため認定農業者に集積す
ることがもっとも有効利用と判断されるが、当面認定農業者への選
定に時間を要する。（平成２６年９月５日 利用調整会議において決
定）した。

整理番号 ２６－３
申出人 三谷○○－○ ■ ■ ■ ■
土地の所在 三谷○○－○ 外１２筆

田 １２筆 ３９，１０１㎡
畑 １筆 ３，２９４㎡
合計 ４２，３９５㎡
申し出に係わる農地は、優良農地であるため認定農業者に集積す

ることがもっとも有効利用と判断されるが、当面認定農業者への選
定に時間を要する。（平成２６年９月５日 利用調整会議において決
定）した。

議 長 議案１９号 農業経営基盤強化促進法第１６条第１項の規定に基づ
く買入協議の要請について質問等ございませんか。

委 員 なし

議 長 それでは異議なしということで、議案第１９号「農業経営基盤強化
促進法第１６条第１項の規定に基づく買入協議の要請について」は適
当と認め、北竜町長に要請することに決定します。

日程第１０ 議案２０号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項
の規定による農用地利用集積計画の決定について」を上程します。

事務局より説明願います。

事務局長 議案第２０号 「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ
る農用地利用集積計画の決定について」

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により町より、決定
の求められた農用地利用集積計画について議決を求める。

平成２６年 ９月３０日

番号２６－売－２２
買主 板谷○○－○ ■ ■ ■ ■
売主 板谷○○－○ ■ ■ ■ ■
土地 碧水○○－○ 外１５筆
地目 田１４筆 畑２筆
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面積 １０６，７１６㎡
権利 売買
所有権移転時期 平成２６年１２月３１日
金額 △△△△△円
反当 （田）△△△△△円/10a △△△△△㌃

（畑）△△△△△円/10a △△△△△㌃
対価の支払い １２月３１日までに支払う

議案２０号 「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ
議 長 る農用地利用集積計画の決定について」は質問等ございませんか

な し
委 員

意見等がありませんので議案２０号について、原案通り可決するこ
議 長 ととしてよろしいですか。

異議なし
委 員

日程第１０
議 長 その他について事務局より説明を願います。

その他事項ですが、次の第１０回総会を１０月２４日（金曜日）
事務局長 午後１時３０分より開催予定を計画しておりましたが、農村後継者対

策で婚活セミナーを計画しているということですので日程を調整させ
ていただき、１０月３０日の地区別農業委員研修会の前の午前１０時
３０分から開催させていただけないでしょうか。

次の総会の日程ですが、１０月２４日（金曜日）午後１時３０分を
議 長 事務局より提案がありました１０月３０日（木曜日）午前１０時３０

分開催に変更して宜しいでしょうか。

異議なし
委 員

では、次の総会を１０月３０日午前１０時３０分に開催します。
議 長 その他会議等について説明を願います。

その他会議等を説明します。
事務局長 １）のうねんセミナーが１０月１５日（水曜日）～１６日に札幌市

で開催され事務局で出席いたします。

２）地区別農業委員研修が１０月３０日（木曜日）月形町多目的研
修センターで開催されます。午後１時３０分から開催されます
ので、都合のつかない方は、１０月１７日まで事務局にご報告
ください。（資料№２）

３）グリーンアドバイザー研修会が１１月１９日（木曜日）札幌市
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で開催予定です。改めて該当する委員にご案内します。

その他会議について質問ありませんか。
議 長

なし
委 員

それでは、次にその他、事務局より説明願います。
議 長

先の北海道農業会議臨時総会での決定に基づいた「農業委員会制度
事務局長 見直しに関する決議について」の改革内容について北海道農業会議よ

り連絡がありましたので資料№３として、お手元に配布致しました。
内容につきましては、先の農業委員会で会長が説明させた件ですので
後ほどお目通しください。

ただいまの件について、質問ありませんか。
議 長 ほかにその他について、ございませんか。無ければ、以上を持ちま

して第９回農業委員会総会を終了します。

終了

議 長

議事録署名委員 ２番

３番
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